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熊本地震による保育料の減免の申請受
付は平成31年3月29日で終了します

申請がお済みでない方は、早めに手続きくだ

さい。

▲

期限 3月29日（金）まで（必着）

▲

対象 支給認定を受け、平成28年5月1日か

ら平成30年3月31日の期間中に認可

保育施設を利用した保護者で、支給認

定保護者が所有する住宅に半壊以上の

被害を受けた方

※一部所得制限があります。

※平成28年4月以前から在園していた方の受

付は終了しています。

▲

減免対象期間 

平成28年5月～平成30年3月の保育料

▲

申込 

利用者負担額減免申請書、り災証明書（コ

ピー可）を保育幼稚園課（☎328-2568）また

は区役所保健子ども課へ

 

新小学1年生の児童育成クラブ入会手続き

平成31年4月に小学校に入学する新1年生の

児童育成クラブ入会手続きに関する説明を「新

入学児童保護者説明会」で行います。（旧富合・杉

上小校区以外の城南・植木地域を除く。）
▲

期日 1月下旬から2月下旬（小学校で日程が

異なります）

▲

入会受付期間 　説明会から約2週間

※受付期間を過ぎると5月からの入会となり、4

月中の利用ができません。

詳しくは、入学する小学校の児童育成クラブ

へ。

 （青少年教育課　☎328-2277）

2019年度（平成31年度）
児童育成クラブの支援員募集

児童育成クラブで、支援員として勤務する方

（非常勤嘱託員）を募集します。

▲

期間 4月1日～翌年3月31日（更新の場合あ

り）

支援員：週5～6日程度（交代勤務）

補助支援員：週3～4日程度（交代勤務）

▲

時間 ・月曜～金曜日：午後2時～6時（2～4

時間）

・土曜日、春・夏・冬休み：午前8時～午

後6時（2～8時間）

※若干の時間変更の場合あり。
▲

内容 放課後の児童の安全な遊びや健康なく

らしへの支援、運営に関する事務など

▲

報酬 支援員：時給880円

 補助支援員：時給780円

※社会保険の適用はありません。（支援員は、雇

用保険の適用あり。）

※要件を満たす場合は、距離に応じて通勤手当

の支給あり。

※年次有給休暇の適用あり。

▲

申込 1月21日（月）までに写真付き履歴書

を持参または郵送で〒860-8601青

少年教育課計画班（☎328-2277）へ

 

オレンジリボンサポーター
養成講習会 無料

オレンジリボンサポーター

とは、児童虐待のない社会を

応援する人をいいます。子育

てには、周囲の理解と支援が

欠かせません。地域に住む方

だからこそできる支援の形を学びませんか。受

講後は、認定証とくまモンオレンジリボン缶

バッジを進呈します。（数に限り有）

▲

日時 1月18日（金）

午後6時15分～7時45分

▲

場所 ウェルパルくまもと3階会議室

▲

対象 市内に住むか通勤通学する方

▲

申込 希 望 日 時、氏 名、連 絡 先 を ファク ス

（0942-50-9555）または電子メール

（nijicap@nijicap.com）でにじいろグ

ループ合同事務局へ

 （子ども政策課　☎328-2156）

 

2019年度（平成31年度）
熊本市エンゼル基金助成団体募集

次の世代を担う子どもたちが、いきいきと、た

くましく、健やかに育つ環境をつくるため、エン

ゼル基金を活用して、子育てを支援する活動に

対し助成しています。

▲

対象 市内に住む個人、市内に本拠地や事務

所がある団体（営利を目的とした活動

などは対象外）

▲

助成額 

・スタートアップ枠（5団体程度募集）

設立後3年目までの団体または個人に対

し、初年度・次年度5万円ずつ

・企画枠（15団体程度募集）

特に効果的・先進的な取り組みで、他の模範

となる活動に対し、単年度上限10万円

▲

申込 1月25日までに、持参で申請書などを

子ども政策課へ。（書類の確認に30分

程度時間を要します。事前に電話後、お

越しください。）

※申請書は区役所保健子ども課、子ども政策課

に配置。市ホームページでもダウンロード可。

▲

エンゼル基金への寄附も随時募集！ 

ふるさと納税ポータルサイト

「ふるさとチョイス」から簡単に

手続きできます。皆さんの協力

をお待ちしています。

 （子ども政策課　☎328-2156）

ワンニャン相談コーナー（高齢犬猫の介護・
ハンディキャップを抱えた犬猫の介助） 無料

▲

日時 1月25日（金）　午後2時～4時

▲

場所 市動物愛護センター

▲

内容 犬猫の高齢化や介護、ハンディキャッ

プを抱えた犬猫の介助についての個別

相談

▲

対象 犬猫の飼い主

▲

定員 4組（選考）　※1組約30分程度、ペッ

トの同伴は要相談。

▲

申込 1月17日（必着）までにはがきに住所、

氏名、年齢、電話番号、相談内容を書い

て〒861-8045東区小山2丁目11-1

市動物愛護センター（☎380-2153）へ

※来所が困難な場合でも、お悩みの方はまず動

物愛護センターへ相談ください。

 

猫でお困りの方へ

猫が庭でふん尿をする、車を傷つける、子供を

産むなどでお困りの方に対処法をお伝えしま

す。

▲

居続けると困るなら餌を絶対与えない

餌のあるところに猫は寄ってきます。

▲

居心地のいい場所を無くす 

・倉庫や納屋などは猫が自由に出入りできな

いようにする

・床下の開いた部分を塞ぐ

・段ボール箱を撤去する
▲

嫌な場所と思わせる 

・猫の嫌な臭いを漂わせる（酢、塩素系漂白

剤、コーヒーの粉など）

・嫌な音のする機械を設置する（超音波発生

装置など）

※効果は猫によって違います。効果の確認が

できるよう超音波発生装置を貸し出してお

りますので、事前に相談ください。

■猫を飼うときの注意点

終生責任を持って飼ってください。不妊・去

勢手術、トイレのしつけが必要です。他人に迷

惑をかけないよう、猫の病気や交通事故を防

ぐためにも室内飼育をしましょう。

 （市動物愛護センター　☎380-2153）
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